
農薬取締法及び関係政省令等（抜粋） 

 

【法律】 

○農薬取締法（抜粋）   

（使用の禁止）  

第十一条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試

験研究の目的で使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、

又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環

境省令で定める場合は、この限りでない。  

一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬（第九条第二項の規定によりその

販売が禁止されているものを除く。）  

二 特定農薬  

 

〈第二条第一項の登録を受けた者〉 

農林水産大臣の登録を受けた製造者又は輸入者 

 

〈特定農薬〉 

原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして

農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（同法第二条） 

 

〈第七条の規定による表示〉 

一 登録番号  

二 公定規格に適合する農薬にあっては、「公定規格」という文字  

三 登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成

分の種類及び含有量  

四 内容量  

五 登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法  

六 第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

七 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法  

八 水産動植物に有毒な農薬については、その旨  

九 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨  

十 貯蔵上又は使用上の注意事項  

十一 製造場の名称及び所在地  

十二 最終有効年月  

 

（農薬の使用の規制）  

第十二条   

３ 農薬使用者は、第一項の基準（前項の規定により当該基準が変更された場合には、そ

の変更後の基準）に違反して、農薬を使用してはならない。  

 

〈第一項の基準〉 

農林水産省令・環境省令で定める、農薬を使用する者が遵守すべき基準 

 

 



【省令】 

○農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 （抜粋） 

（農薬使用者の責務）  

第一条 農薬を使用する者（以下「農薬使用者」という。）は、農薬の使用に関し、次に

掲げる責務を有する。  

 一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。  

 二 人畜に危険を及ぼさないようにすること。  

 三 農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜

に被害が生じないようにすること。  

 四 農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原

因となって人畜に被害が生じないようにすること。  

 五 水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにするこ

と。  

 六 公共用水域（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規

定する公共用水域をいう。）の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水（その汚

濁により汚染される水産動植物を含む。）の利用が原因となって人畜に被害が生じな

いようにすること。  

 

（表示事項の遵守）  

第二条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等（以下「食用農作物等」と

いう。）に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。  

 一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。  

 二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。  

 三 農薬取締法施行規則（昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。）

第七条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使

用しないこと。  

 四 規則第七条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこ

と。  

 五 規則第七条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数

を超えて農薬を使用しないこと。  

  イ 種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）第二十三条第三項第一号に規

定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を

食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する

有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数  

  ロ イの場合以外の場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の

種類ごとの総使用回数  

２ 農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号に規定する最終有効年月を過ぎた農薬を使

用しないよう努めなければならない。  

 

 



（住宅地等における農薬の使用）  

第六条 農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使

用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。  

 

（帳簿の記載）  

第九条 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努

めなければならない。  

 一 農薬を使用した年月日  

 二 農薬を使用した場所  

 三 農薬を使用した農作物等  

 四 使用した農薬の種類又は名称  

 五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数  


